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平成３０年度
牛ウイルス性下痢粘膜病 検査について
（ＢＶＤ－ＭＤ）

平成３０年度、家畜保健衛生所では、希望農場に
下記の①～③のＢＶＤ－ＭＤ検査を実施します。

①バルク乳を使った検査（スクリーニング検査※１）
【対象農場】搾乳牛飼養農場
【検査対象】検査時搾乳牛のみ
【実施時期】年２回（７月・１１月頃を予定）
【申請方法】対象農場に通知・申請書を配布予定

（昨年度と同様の方法で実施します。）
②定期検査の余剰血液を使った検査（スクリーニング検査※１）
【対象農場】本年度に定期検査（４年に１度のヨーネ病、結核病、

ブルセラ病）を実施する農場
【検査対象】定期検査の対象牛（６カ月齢以上）
【実施時期】定期検査と同時（各農場により異なります）
【申請方法】定期検査時、対象農場に通知・申請書を配布予定。

③依頼による採血での検査（個体ごとの検査※２）
【対象農場】すべての農場
【検査対象】検査を希望する牛(30日齢以上)のみ
【実施時期】通年 【申請方法】北部家畜保健衛生所に直接連絡
★牛の月齢やワクチン接種状況によっては御希望の時期に検査できない
場合もありますので、御連絡はお早めにお願いいたします。★

①または②
無料

（※１）スクリーニング検査は、農場内の複数の検査対象牛を同時に検査します。
陽性となった場合、無料で個体ごとの検査を実施します。

（※２）預託、販売、証明書の発行を希望する場合などは③の検査となります。

③
有料


